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計画の推進第６章



100 

・「一宮市子ども・子育て支援事業推進会議」において、関係課の連携により事業を推進しま

す。 

・保育園・幼稚園などの子ども・子育て支援事業者、学校、企業、地域と連携し、「一宮市子

ども・子育て審議会」の意見を聞きながら取り組みを広げていきます。 

・社会情勢の急速な変化に対応し、新たな課題についても迅速に対応します。 

・「一宮市子ども・子育て支援事業推進会議」は、計画期間の各年度において、本計画の達成

状況を取りまとめ、点検、評価を実施します。 

・本計画の達成状況及び点検、評価の結果は、「一宮市子ども・子育て審議会」に報告し、意

見を求めます。 

・点検、評価の結果は、市ウェブサイト等で公表します。 

・本計画に定める量の見込みが大きく変動する場合や、改定が必要な場合には、「一宮市子ど

も・子育て審議会」の意見を聞いた上、中間年の令和４年度に計画の一部見直しを行いま

す。 

■一宮市子ども・子育て支援事業計画推進体制

１ 

２ 計画の進捗管理 

計画の推進体制 

一宮市子ども・子育て会議 一宮市子ども・子育て支援事業
推進会議

点検評価、計画見直し案への意見 事業推進→点検評価→計画見直し

［委員］
・市議会議員代表
・学識経験を有する者
・子ども・子育て支援に係る当事者
・市長が必要と認める者

［関係課等］
・こども部長
・こども部次長
・こども部子育て支援課
・こども部こども家庭相談室
・こども部保育課
・こども部青少年育成課
・こども部いずみ学園
・市民健康部健康づくり課
・教育文化部総務課

市 民（子どもの保護者等）

代表

公表

意見

報告

一宮市子ども・子育て審議会 

[関係課等] 

・子ども家庭部長 

・子ども家庭部次長 

・子ども家庭部子育て支援課 

・子ども家庭部子ども家庭相談課

・子ども家庭部保育課 

・子ども家庭部青少年課 

・子ども家庭部いずみ学園 

・市民健康部健康支援課 

・教育部総務課 


